
６
　

酒
類

製
成

数
量

の
推

移
(単

位
:千

K
L
）

年
度

昭
和

４
５

５
０

５
５

６
０

平
成

 元  ２  ３  ４  ５  ６  ７  ８  ９ １
０

１
１

１
２

１
３

１
４

１
５

１
６

１
７

１
８

１
９

２
０

２
１

２
２

２
３

２
４

２
５

(注
)

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

果
実

酒
清

酒

４
　

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

に
は

原
料

用
ア

ル
コ

ー
ル

を
含

み
、

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑

酒
を

含
む

。

２
　

品
目

は
、

平
成

1
8
年

度
改

正
後

の
酒

税
法

の
品

目
に

よ
っ

た
。

品
目

甘
味

果
実

酒
リ

キ
ュ

ー
ル

ス
ピ

リ
ッ

ツ
等

（
al

分
1
0
0
％

換
算

）

３
　

平
成

1
7
年

度
以

前
の

品
目

別
製

成
数

量
は

、
現

行
の

品
目

に
対

応
す

る
平

成
1
8
年

度
改

正
前

の
酒

税
法

の
種

類
又

は
品

目
の

製
成

数
量

で
あ

る
。

ウ
イ

ス
キ

ー
（
al

分
4
0
％

換
算

）
合

計

６
　

原
料

用
酒

類
（
ウ

イ
ス

キ
ー

原
酒

及
び

ブ
ラ

ン
デ

ー
原

酒
を

含
む

。
）
と

し
て

製
成

さ
れ

た
数

量
は

除
い

て
い

る
。

発
泡

酒

５
　

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

中
、

粉
末

酒
に

つ
い

て
は

酒
税

法
施

行
令

第
1
2
条

の
３

の
方

法
に

よ
り

計
算

し
た

数
量

と
し

て
い

る
。

み
り

ん
合

成
清

酒
ブ

ラ
ン

デ
ー

（
al

分
4
0
％

換
算

）
ビ

ー
ル

単
式

蒸
留

し
ょ

う
ち

ゅ
う

（
al

分
2
5
％

換
算

）

連
続

式
蒸

留
し

ょ
う

ち
ゅ

う
（
al

分
2
5
％

換
算

）

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
。
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ｰ
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注
）

そ
の
他
は
、
合
成
清
酒
、
み
り
ん
及
び
ス
ピ
リ
ッ
ツ
等
の
合
計
で
あ
る
。

そ
の
他

 
果
実
酒
及
び

 
甘
味
果
実
酒

 
ウ
イ
ス
キ
ー
及
び

 
ブ
ラ
ン
デ
ー

 

連
続
式
蒸
留
し
ょ
う
ち
ゅ
う

 
及
び

 
単
式
蒸
留
し
ょ
う
ち
ゅ
う

 
清
酒

 
リ
キ
ュ
ｰ
ル

 
そ
の
他
の
醸
造
酒

発
泡
酒

 
ビ
ー
ル

 

６
　

酒
類

製
成

数
量

の
推

移
(単

位
:千

K
L
）
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和
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平
成
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１
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２
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２
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３
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２
５

(注
)

そ
の

他
の
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造

酒
等

果
実

酒
清
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４
　

ス
ピ
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に
は

原
料

用
ア

ル
コ
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を
含

み
、
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の
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の

醸
造
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等

に
は

粉
末

酒
及

び
雑
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。

２
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後
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の
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0
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換
算

）
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６
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類
（
ウ

イ
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キ
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酒

及
び

ブ
ラ

ン
デ

ー
原

酒
を

含
む

。
）
と

し
て

製
成

さ
れ

た
数

量
は

除
い

て
い

る
。

発
泡

酒

５
　

そ
の

他
の

醸
造

酒
等

中
、

粉
末

酒
に

つ
い

て
は

酒
税

法
施

行
令

第
1
2
条

の
３

の
方

法
に

よ
り

計
算

し
た

数
量

と
し

て
い

る
。

み
り

ん
合

成
清

酒
ブ

ラ
ン

デ
ー

（
al

分
4
0
％

換
算

）
ビ

ー
ル

単
式

蒸
留

し
ょ

う
ち

ゅ
う

（
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分
2
5
％

換
算

）

連
続

式
蒸

留
し

ょ
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ち
ゅ

う
（
al

分
2
5
％

換
算

）

１
　

本
表

は
、

主
と

し
て

「
国

税
庁

統
計

年
報

書
」
（
４

月
～

翌
年

３
月

）
に

よ
っ

た
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　　　　　　　年　度

平15
 品　目 対15年度比 対20年度比 対前年度比

％ ％ ％

(注)

６　原料用酒類（ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。）として製成された数量は除いている。

ス ピ リ ッ ツ 等
（ 分 ％ 換 算 ）

５　その他の醸造酒等中、粉末酒については、酒税法施行令第12条の３の方法により計算した数量としている。

み り ん

ビ ー ル

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

果 実 酒

そ の 他 の 醸 造 酒 等

合 計

付表1　酒類製成数量の内訳表

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう
（ 分 ％ 換 算 ）

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う
（ 分 ％ 換 算 ）

ブ ラ ン デ ー
（ 分 ％ 換 算 ）

４　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

ウ イ ス キ ー
（ 分 ％ 換 算 ）

甘 味 果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

３　平成17年度以前の品目別製成数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製成数量である。

（６ 酒類製成数量の推移） 
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構成比 構成比 構成比 構成比 構成比

％ ％ ％ ％ ％

吟 醸 酒

純 米 酒

純米吟醸酒

本 醸 造 酒

計

総製成数量

（注）　１　本表は、「清酒の製造状況等について」（国税庁）によった。

　　 　 ２  酒造年度は７月～翌年６月までをいう。

　　 　 

付表２　特定名称の清酒のタイプ別製成数量の内訳表

　　　酒造年度

タイプ
平15

平

千

年度

吟醸酒

純米酒

純米吟醸酒

本醸造酒

（６ 酒類製成数量の推移） 

　　　　　　　年　度

平15
 品　目 対15年度比 対20年度比 対前年度比

％ ％ ％

(注)

６　原料用酒類（ウイスキー原酒及びブランデー原酒を含む。）として製成された数量は除いている。

ス ピ リ ッ ツ 等
（ 分 ％ 換 算 ）

５　その他の醸造酒等中、粉末酒については、酒税法施行令第12条の３の方法により計算した数量としている。

み り ん

ビ ー ル

１　本表は、主として「国税庁統計年報書」（４月～翌年３月）によった。

２　品目は、平成18年度改正後の酒税法の品目によった。

果 実 酒

そ の 他 の 醸 造 酒 等

合 計

付表1　酒類製成数量の内訳表

清 酒

合 成 清 酒

連続式蒸留しょうちゅう
（ 分 ％ 換 算 ）

単 式 蒸 留 し ょ う ち ゅ う
（ 分 ％ 換 算 ）

ブ ラ ン デ ー
（ 分 ％ 換 算 ）

４　スピリッツ等には原料用アルコールを含み、その他の醸造酒等には粉末酒及び雑酒を含む。

ウ イ ス キ ー
（ 分 ％ 換 算 ）

甘 味 果 実 酒

発 泡 酒

リ キ ュ ー ル

３　平成17年度以前の品目別製成数量は、現行の品目に対応する平成18年度改正前の酒税法の種類又は品目の製成数量である。

（６ 酒類製成数量の推移） 
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